
令和　年（　　年）　月7広 報 や わ た（　） 第   号 市政ニュース ５ 20237207

問高齢介護課（☎983‒1328）

■制度説明会
開催日 時　間 内　容 場　所 問い合わせ先

７月28日(金) 午前10時～10時45分
インボイス制度の概要について

宇治税務署別館大会議室
(宇治市大久保町井ノ尻60-３)
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

宇治税務署法人課税第１部門
(☎0774‒44‒4452)８月22日(火) 午後２時～２時45分

９月13日(水) 午前10時～10時45分
※定員は各回とも20人(参加無料)。

　10月１日から消費税の仕入税額控除の方式
として、適格請求書等保存方式(インボイス
制度)が始まります。
　宇治税務署は、インボイス制度説明会およ

び登録の要否を悩まれている事業者を対象に
登録要否相談会を開催されます。参加される
場合は、開催日前日の午後５時までに電話で
予約してください（土・日・祝日を除く）。

消費税インボイス制度
説明会等のお知らせ

利用者
負担段階 所得の状況 預貯金等の

資産の状況

居住費（滞在費）

食　費従来型
個室

多床室 ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

１
生活保護受給者など 単身：1,000万円以下

夫婦：2,000万円以下
490円
(320円) 0円 820円 490円 300円

市
民
税
非
課
税

（
世
帯
全
員
）

老齢福祉年金受給者

２ 合計所得金額＋年金収入額が
80万円以下

単身：　650万円以下
夫婦：1,650万円以下

490円
(420円) 370円 820円 490円 390円

【600円】

３－① 合計所得金額＋年金収入額が
80万円超120万円以下

単身：　550万円以下
夫婦：1,550万円以下

1,310円
(820円) 370円 1,310円 1,310円 650円

【1,000円】

３－② 合計所得金額＋年金収入額が
120万円超

単身：　500万円以下
夫婦：1,500万円以下

1,310円
(820円) 370円 1,310円 1,310円 1,360円

【1,300円】
※年金収入は、課税年金収入額と非課税年金収入額（遺族年金または障害年金）の合計金額です。
※（）内は、介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
※【】内は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
※利用者負担段階は、申請日における世帯の課税状況などで判定するため、年度途中で異動があれば負担段階が変更とな
る場合があります。
※負債（借入金や住宅ローンなど）は預貯金などから差し引いて計算します。
※新年度の課税情報は８月から適用されます。

　

次
の
対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
（
介
護
予
防
含
む
）
の
う

ち
、
表
の
要
件
を
満
た
す
人

は
、
食
費
と
居
住
費
（
滞
在

費
）
を
軽
減
し
ま
す
。

■
対
象
サ
ー
ビ
ス

　

介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介

護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療

介護保険施設などの食費・居住費（滞在費）を減額

養
型
医
療
施
設
、
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介

護
医
療
院
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
（
短
期
入
所
生
活
介
護
、

短
期
入
所
療
養
介
護
）

■
申
請
方
法

　

申
請
書
、
同
意
書
、
通
帳

等
の
写
し
（
銀
行
名
・
支
店

名
・
口
座
名
義
・
最
終
残
高

〈
直
近
２
カ
月
以
内
〉
の
わ

か
る
も
の
）、
借
用
証
明
書

の
写
し（
負
債
が
あ
る
場
合
）

を
持
っ
て
高
齢
介
護
課
へ

※
申
請
さ
れ
た
月
の
初
日
か

ら
の
適
用
と
な
り
ま
す
。
利

用
予
定
の
あ
る
人
は
事
前
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

固
定
資
産
税
（
第
２
期
分
）・

国
民
健
康
保
険
料
（
第
２
期
分
）

の
納
期
限
は
７
月
31
日
（
月
）
で

す
。
納
期
限
ま
で
に
市
税
取
扱
金

融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
、
ス
マ
ホ
決

済
（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ
ｙ
）、
市
役
所
等
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
の
申
し

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ

て
、
カ
ー
ド
所
有
者
本
人
分
の
税

の
証
明
書
が
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
等

で
取
得
で
き
ま
す
。

※
利
用
店
舗
や
利
用
方
法
な
ど

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
税・国
民
健
康
保
険
料
納
付

口
座
振
替
が
便
利

コ
ン
ビ
ニ
で

税
の
証
明
書
が

取
得
で
き
ま
す

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
所
有
者

住
宅
の

耐
震
改
修
工
事
で

固
定
資
産
税
を
減
額

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
カ
ー

ド
受
領
時
に
設
定
し
た
４
桁
の
暗

証
番
号
が
必
要
で
す
。

■
取
得
で
き
る
証
明
書

　

令
和
５
年
度
の
所
得
証
明
書
と

課
税
（
非
課
税
）
証
明
書

※
確
定
申
告
等
に
よ
り
所
得
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
証
明
書
へ

の
反
映
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
証
明
年
度
の
１
月
１
日
時
点
と

証
明
書
発
行
時
点
で
八
幡
市
に
住

民
登
録
が
な
い
場
合
、
証
明
書
の

込
み
は
、
引
き
落
と
し
を
希
望
さ

れ
る
月
の
前
月
15
日
ま
で
に
口
座

振
替
依
頼
書
を
市
税
等
取
扱
金
融

機
関
（
市
外
の
金
融
機
関
に
は
同

依
頼
書
が
な
い
場
合
あ
り
）
や
市

役
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
口
座
振
替
は

直
接
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
へ
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場

合
は
督
促
状
（
督
促
手
数
料
１
０

０
円
を
加
算
）
を
送
付
し
、
京
都

府
と
京
都
市
を
除
く
府
内
25
市
町

村
で
組
織
す
る
広
域
連
合
「
京
都

地
方
税
機
構
」
に
徴
収
事
務
を
移

管
し
ま
す
。

発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時
間

　

午
前
６
時
30
分
〜
午
後
11
時

（
土
・
日
・
祝
日
含
む
）

※
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
と
シ
ス

テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
日
は
利
用
不

可
。

■
交
付
手
数
料

１
通
２
０
０
円
（
市
役
所
窓
口
で

の
交
付
は
１
通
３
０
０
円
）

　

住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
を
実
施

し
た
場
合
、
当
該
家
屋
の
固
定
資

産
税
額
を
減
額
し
ま
す
。

■
減
額
要
件

▼
昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

存
在
す
る
住
宅
で
あ
る

▼
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
に
現

行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
改
修

工
事
を
行
い
、
改
修
費
用
が
50
万

円
を
超
え
る
も
の

■
減
額
期
間

　

改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
の
翌

年
度
か
ら
、
次
の
家
屋
の
固
定
資

産
税
額
を
減
額
し
ま
す
。

▼
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
に
改

修
工
事
が
完
了
＝
１
年
間

▼
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建

築
物
に
該
当
す
る
家
屋
の
改
修
工

事
が
完
了
＝
２
年
間

■
減
額
内
容

　

１
戸
あ
た
り
１
２
０
㎡
の
床
面

積
相
当
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
額

１
／
２
相
当
額
を
減
額
（
平
成
29

年
４
月
１
日
以
降
に
改
修
し
、
認

定
長
期
優
良
住
宅
に
該
当
し
た
場

合
は
２
／
３
相
当
額
）

■
手
続
き

　

改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内

に
、
次
の
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
固
定
資

産
税
の
減
額
申
告
書

▼
地
方
公
共
団
体
・
建
築
士
事
務

所
に
登
録
す
る
建
築
士
・
指
定
確

認
検
査
機
関
・
登
録
住
宅
性
能
評

価
機
関
、
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
保

険
法
人
の
い
ず
れ
か
が
発
行
し
た

耐
震
基
準
に
適
合
し
た
工
事
を
示

す
証
明
書

▼
工
事
関
係
書
類（
工
事
明
細
書
・

領
収
書
の
写
し
な
ど
）

※
認
定
長
期
優
良
住
宅
に
該
当
す

る
場
合
は
認
定
通
知
書
の
写
し
も

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記

載
が
必
要
と
な
る
た
め
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
と
本
人
確
認
が
で
き
る
書

類
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

の
場
合
は
写
し
を
同
封
）。

※
耐
震
改
修
軽
減
は
、
熱
損
失
防

止
改
修
軽
減
ま
た
は
バ
リ
ア
フ
リ

ー
改
修
軽
減
と
の
併
用
不
可
。
ま

た
、
熱
損
失
防
止
改
修
や
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
を
実
施
し
、
そ
の
改

修
が
一
定
の
条
件
に
当
て
は
ま
る

場
合
、
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
市
税
に
関
す
る
こ
と
＝

　

税
務
課
市
民
税
係
（
☎
９
８
３
・
２
４
８
１
）

　

国
民
健
康
保
険
料
に
関
す
る
こ
と
＝

　

国
保
医
療
課
国
保
年
金
係
（
☎
９
８
３
・
２
９
６
２
）

問
税
務
課
市
民
税
係

　
（
☎
９
８
３
・
１
１
１
３
）

問
税
務
課
資
産
税
係

　
（
☎
９
８
３
・
２
４
８
０
）

■登録要否相談会
開催日 時　間 対　象 場　所 問い合わせ先

７月３日(月)～
９月29日(金)
※土日祝日を除く

午前10時～11時
午前11時～正午
午後１時～２時

登録の要否を悩まれている個人
事業者向け 宇治税務署

(宇治市大久保町井ノ尻60-３)
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

宇治税務署個人課税第１部門
(☎0774‒44‒4424)

午前10時～11時
午後２時～３時

登録の要否を悩まれている法人
向け

宇治税務署法人課税第１部門
(☎0774‒44‒4452)

※相談時間は各回１時間程度となります。


